
相談

電話または来所でご相談ください。
窓口に来られない場合は、相談員が伺うこ
とも可能です。

困りごとの整理と確認

困りごとを総合的に考えて、解決の方法や
順番を一緒に整理します。

解決プランを一緒に作ります

必要な関係機関や支援機関を探すなど、解
決に向けたプランを、一緒に考えて作ります。

プランに沿って一緒に取り組みます

解決のために、地域の様々な関連の機関と
協力します。プランが適切かどうか、一緒に
確認します。

相談・支援の流れ

自立相談支援事業（生活や就労の総合的な相談）

相談支援員が困りごとを伺い整理した上で、解決

に向けたアドバイスや、プラン作りを行います。

相談の内容に応じた関係機関と連携して、解決に

向けた支援を行います。仕事探しの方法など就労

に関する相談も行います。

住居確保給付金

離職等により住居を失うおそれのある方に、就職

に向けた活動を行うことを条件に、一定期間の家

賃相当額（上限あり）を支給する事業です。支給

には一定の要件があり、決定は帯広市が行います。

お気軽に
ご相談ください!

なかなか仕事が
見つからない…

家族のことで
困っている… 家賃や公共料金が

支払えない…

心身の調子が悪く、
この先の生活が不安…

色んな問題が重なって
どうしたらいいのか
分からない…

知人で生活に困っている人が
いるけど、どこに相談に
行ったらいいのか…

借金の返済が多くて、
今の収入では大変…

雇い止めや離職で
仕事がなくなりそう…

子どもの学習・生活支援事業

小中学生の子供のいる世帯に対し、学力向上や進

学に関する相談が出来る場所をご紹介します。利

用には一定の要件があり、決定は帯広市が行いま

す。

就労準備支援事業

長期離職中の方や対人関係に不安のある方など、

すぐに就労活動を開始できない状態の方を対象に、

一定期間準備のための支援を行う事業です。利用

には一定の要件があり、決定は帯広市が行います。
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